
25 

 重点整備地区の設定 

４.１ 重点整備地区の設定 

バリアフリー法では、重点整備地区に該当すべき要件として以下の通り配置要件、

課題要件、効果要件が示されており、本区の地域特性に照らすと、区全域が重点整備

地区の対象となる条件を備えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本区は面積が比較的小さく、区全体に共通するバリアフリー課題を検討すること

が重要です。 

また、旧基本構想では、上記の地域特性を踏まえて、文京区都市マスタープランに

示す５地区（都心地域、下町隣接地域、山の手地域東部、山の手地域中央、山の手地

域西部）それぞれをバリアフリー法に基づく重点整備地区として設定しており、この

考え方を踏襲し、引き続き５地区（区全域）を重点整備地区に設定します。 

配置要件 （バリアフリー法 第 2 条第 24 号イ） 

生活関連施設の所在地を含み、かつ、生活関連施設間の移動が通常徒歩で行わ

れる地区であること 

区全域が駅からの徒歩圏であり、区境に接した JR 駅も含め、多様な移

動・利用が想定されます。 

課題要件 （バリアフリー法 第 2 条第 24 号ロ） 

生活関連施設及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円

滑化のための事業が実施されることが特に必要であると認められる地区である

こと 

区で共通の地域性（坂道の多さ、病院、大学の立地等）を考慮した地区の

設定が必要と考えられます。 

効果要件 （バリアフリー法 第 2 条第 24 号ハ） 

当該地区において移動等円滑化のための事業を重点的かつ一体的に実施するこ

とが、総合的な都市機能の増進を図るうえで有効かつ適切であると認められる地

区であること 

地域間を結ぶ幹線道路の連続性に配慮した経路・事業等の位置づけに

留意が必要と考えられます。 

４ 
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図 17 重点整備地区（５地区） 
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４.２ 生活関連施設及び生活関連経路の設定 

４.２.１ 生活関連施設の設定 

生活関連施設は、「高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する

旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設」とバリアフリー法で定義されてい

ます。 

本区の特徴として、病院や大学等の施設が多数立地するとともに、地域活動セン

ターや高齢者施設、図書館等の施設が全域に配置されています。 

このように本区には、区外からの来訪者も多く訪れる施設（主に鉄道駅等の公共

交通機関でのアクセスが想定）と、地域住民の活動やコミュニティの場等として利

用される施設（主に徒歩やバス等でのアクセスが想定）があり、これらの施設が高

齢者や障害者等の多様な区民等に利用されています。このような状況を踏まえ、旧

基本構想では、表 4 に示す考え方に基づき生活関連施設を設定しています。 

この考え方を踏襲し、旧基本構想の策定以降に新設された施設を生活関連施設に

追加します。 

また、バリアフリー法の改正で、新たにバリアフリー化の対象になった「公立小

中学校（避難所に指定されているもの）」や、大規模災害時に特別な配慮を必要とす

る方（高齢者や障害者等）が利用する施設として、「福祉避難所」を生活関連施設に

追加します。 

これにより、生活関連施設に 45 施設を追加することで、区内全域におけるバリ

アフリー化のボトムアップを図ります。 
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表 4 生活関連施設の設定の考え方 

種別 抽出する施設 抽出の考え方 

鉄道駅 全ての鉄道駅 
2,000 人/日以上が利用する
旅客施設を抽出（区内の鉄道
駅は全て該当） 

公共（窓口） 

施設 

区役所・地域活動センター・ 
郵便局（ゆうゆう窓口のある大店舗） 

公共性が高く、高齢者・障害
者等、多数の利用者が見込ま
れる施設を抽出 

集会施設 区民センター・交流館 等 

福祉施設 
高齢者・障害者・子育て支援施設・【追
加】福祉避難所・社会福祉協議会 等 

保健施設・ 

病院 

保健サービスセンター・ 
総合病院（病床数 100 床以上） 

文化・教養・ 

教育施設 

大学（ホール等を有するもの）・特別
支援学校・【追加】公立小中学校（避
難所に指定されているもの）・生涯学
習施設・図書館・ミュージアム（概ね
500 ㎡以上）・スポーツ施設 等 

大規模店舗 
店舗面積が 1,000 ㎡以上の大規模小
売店舗 

公共性が高く、大規模小売店
舗立地法の適用対象面積の
施設を抽出 

宿泊施設 客室数 50 以上のホテル又は旅館 
バリアフリー法でバリアフ
リールームの設置義務が課
せられる施設を抽出 

都市公園等 1ha 以上の公園・運動場 等 

都市公園や運動場、植物園な
どのうち、大規模で近隣又は
広域からの利用が見込まれ
るものを抽出 

その他 協議会や区民意見を踏まえて抽出する 

※主な駐車場は建築物に付随していると想定し抽出しない 

 

なお、指定した生活関連施設は特定事業の対象施設となります。各施設設置管理

者による特定事業の実施について、地区別計画の改定段階において具体的な内容を

協議し、実施可能な項目について特定事業計画に位置づけ、バリアフリー化を推進

していきます。 
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表 5 生活関連施設に追加する施設（45 施設） 

集会施設 

 本郷会館・ふる里学舎本郷  元町ウェルネスパーク 

 動坂会館   

福祉施設 

 大塚福祉作業所  SOMPO ケアラヴィーレ本郷 

 グッドライフケアセンター向丘  アリア護国寺 

 小石川ヒルサイドテラス  グループホーム白山みやびの郷 

 
優っくり村文京小日向・文京小日

向の家  福寿ぶんきょう小石川あけぼし 

 社の癒しハウス文京関口  小石川福祉作業所 

文化・教養・教育施設 

 茗台中学校  千駄木小学校 

 礫川小学校  汐見小学校 

 柳町小学校  昭和小学校 

 指ヶ谷小学校  駒本小学校 

 林町小学校  駕籠町小学校 

 明化小学校  本郷小学校 

 青柳小学校  第一中学校 

 関口台町小学校  第三中学校 

 小日向台町小学校  第六中学校 

 金富小学校  第八中学校 

 窪町小学校  第九中学校 

 大塚小学校  第十中学校 

 湯島小学校  文林中学校 

 誠之小学校  本郷台中学校 

 根津小学校  音羽中学校 

宿泊施設 

 アパホテル御茶ノ水駅北  ドーミーイン後楽園 

※旧基本構想の生活関連施設である「日本サッカーミュージアム」、「東京グリーンホテル後楽

園」、「お茶の水セントヒルズホテル」は、閉業のため、生活関連施設から除外しました。 

※旧基本構想の福祉施設である「介護老人保健施設ひかわした」は、事業廃止のため、福祉施

設から除外しました。 

※大規模改修工事のため、福祉施設⑥のうち、「文京白山高齢者在宅サービスセンター・文京

白山の郷」は事業休止中、「高齢者あんしん相談センター富坂」は一時移転しています。 
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４.２.２ 生活関連経路の設定 

生活関連経路は、「生活関連施設間の経路」とバリアフリー法で定義されています。 

区の生活関連施設の配置状況を俯瞰すると、主要な幹線道路沿道には鉄道駅や公

共施設、病院、大学、商業施設等の施設が立地しており、生活関連施設間の経路と

して重要な歩行者ネットワークとなっています。 

また、幹線道路に囲まれた街区内では、福祉施設や地域活動センター等の施設が

主要な生活道路沿道やその近傍に立地しています。 

これらの経路は、文京区都市マスタープランの道路・交通ネットワーク方針に位

置づけられており、主要幹線道路、生活幹線道路、主要生活道路として安全で快適

な道路網の整備などを進めることとしています。 

これらの主要な経路と生活関連施設を結ぶ経路や、生活関連施設相互を結ぶ経路

などのネットワーク化を図ることにより、広域的なアクセス利用や地域的な回遊利

用まで有機的に結びつくことになり、利便性の高い歩行者ネットワークが構築され

ます。 

上記を踏まえ、旧基本構想で示す以下の考え方を踏襲するとともに、生活関連施

設の追加に伴う新たな生活関連経路を設定し、区内全域におけるバリアフリー化の

ボトムアップを図ります。 

 

表 6 生活関連経路の設定の考え方 

種別 1 次経路 ２次経路 ３次経路 

対象路線 

国道・都道・ 

主要幹線道路（区道）・ 

生活幹線道路（区道） 

生活関連施設に 

関わる主要生活道路 

（区道） 

生活関連施設までの

区道（都市マスター

プランに位置づけの

ない道路） 

設定の 

考え方 

歩行者ネットワーク 

の根幹となる経路 

１次経路から派生 

するネットワーク 

となる経路 

1次、2次経路から 

生活関連施設までの 

経路 

事業推進

の考え方 

移動等円滑化基準 

に留意して整備推進 

安全で快適な 

道路環境の整備推進 

安全で快適な 

道路環境の形成と 

案内の充実等 

「５ 移動等円滑化に関する事項」に配慮して整備推進 

 

なお、３次経路は、１次経路からの経路を優先的に設定（２次経路経由で最短で

行ける場合はその経路を設定）することを原則とし、１次経路からの設定が適切で

ない場合（延長が長い、階段になっている等）は、２次経路から設定するものとし

ます。  
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図 18 重点整備地区図 
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図 19 重点整備地区図（新規生活関連施設・生活関連経路を明記）
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表 7 生活関連施設一覧 

 


